
定款の変更
の認証申請

Ⅲ 定款を変更する時の認証申請・届出

目的等、登記事項に変更が
あった場合は、登記が必要

認証

提出

縦
覧
期
間
２
週
間

縦覧書類

・変更後の定款

・事業計画書

（事業の変更を伴う場合）

・活動予算書

（事業の変更を伴う場合）

不認証

通知

Ｎ Ｐ Ｏ法人 大垣市 市民

閲覧書類

変更後の定款

主たる事務所の
所在地での登記

２週間以内

公

表

・定款の変更の登記完了
提出書

・登記事項証明書

・登記事項証明書の写し

※変更登記を行った場合
のみ提出

提出書類は、
P.75を参照

提出書類は、
P.81を参照

記載内容は、大垣市役所
市民活動推進課及び大垣
市ホームページにおいて
、市民に公開する

記載内容は、大垣市役所市民活動
推進課及び大垣市ホームページに
おいて、市民に公開する

１．認証申請書の提出が必要な場合のフロー
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申請書類に軽微な不備があ
った場合、受理した日から
１週間未満に限り、その補
正が認められる

受

理

登記を怠った場合、20万円以下の
過料に処されることがあります。
（法第80条第１号）

ＮＰＯ法人は、次の①～⑩に掲げる事項に関する定款の変更を行う際には、大垣市長の認証を受ける必要があ
ります(法25③④)。
①目的、②名称、③その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類、④主たる事
務所及びその他の事務所の所在地（所轄庁の変更を伴うものに限ります。）、⑤社員の資格の得喪に関する事
項、⑥役員に関する事項（役員の定数に係るものを除きます。）、⑦会議に関する事項、⑧その他の事業を行う場
合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項、⑨解散に関する事項（残余財産の帰属すべき者
に係るものに限ります。）、⑩定款の変更に関する事項
(注)当該定款の変更が、上記③及び⑧の事項に係る変更を含む時は、当該定款の変更の日の属する事業年度
及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書を併せて添付して大垣市長に提出する必要があります。

２
か
月
以
内


